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規　　　　　　　則

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第27号

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則

高知県職員被服貸与規則（昭和45年高知県規則第41号）の一部

を次のように改正する。

第 1 条中「要する職員」を「要する職員に限る」に、「に対

し、」を「に対する職務の遂行上必要な」に、「を貸与すること

について、」を「の貸与及びその管理に関し」に改める。

第 2 条の見出し中「被服の」を削る。

第 3 条の見出しを「（貸与の基準等）」に改め、同条第 1 項中

「、貸与する」を「並びに貸与する」に、「別表の」を「別表に

定める」に改め、同条第 2 項中「、被服」を「、当該被服」に、

「の満了した」を「が満了した」に、「別表に掲げる被服」を

「当該被服」に、「当初」を「当該引き続いて貸与した被服を当

初に」に改め、同条第 3 項中「貸与期間が」を「貸与した被服の

貸与期間が」に、「の満了に係る」を「が満了した」に改め、同

項を同条第 4 項とし、同条第 2 項の次に次の 1 項を加える。

 3 　所属長は、業務の状況又は被服の損耗の程度により適当であ

ると認めたときは、第 1 項の規定にかかわらず、当該被服の貸

与期間を 1 年に限り延長することができる。

第 4 条を削る。

第 5 条中「職員が」を「職員は、」に、「課の長（出先機関の

長を含む。第 9 条において同じ。）に別記様式による申請書を」

を「別記第 1 号様式による被服貸与申請書を所属長に」に改め、

同条を第 4 条とする。

第 6 条の見出しを「（着用義務）」に改め、同条中「勤務時間

中（外出の場合を除く。）これを着用するものとする」を「その

業務に従事するときは、原則として当該被服を着用しなければな

らない」に改め、同条を第 5 条とする。

第 7 条の見出しを「（管理責任）」に改め、同条第 1 項中「、

被服」を「、当該被服」に、「き損又は汚損したときは、補修、

洗たく等」を「き損し、又は汚損したときは、速やかに当該被服

の補修、洗濯等」に改め、同条第 2 項中「、被服」を「、当該被

服」に改め、同条を第 6 条とし、同条の次に次の 1 条を加える。

（貸与状況の管理）

第 7 条　所属長は、被服を貸与した職員の職名及び氏名並びに貸

与した被服の品目、数量、貸与年月日、返納年月日等を記載し

た台帳等により被服の貸与の状況を明らかにしておかなければ

ならない。

第10条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「貸与」を「貸

与及びその管理」に、「事項は、」を「事項は、知事が」に改

め、同条を第11条とする。

第 9 条中「職員は、」を「職員は、当該被服の」に、「該当す

る」を「該当した」に、「別記様式による返納届を貸与を受けた

被服に添えて課の長」を「別記第 4 号様式による貸与被服返納届

を添えて当該被服を所属長」に改め、同条第 3 号中「課の長」を

「所属長」に改め、同号を同条第 4 号とし、同条第 2 号の次に次

の 1 号を加え、同条を第10条とする。

( 3 )　貸与されるべき職務以外の職務に配置換えされたとき。

第 8 条中「自己の責」を「自己の責め」に、「貸与を受けた被

服」を「当該被服」に、「これを」を「その損害を」に改め、同

条を第 9 条とし、同条の前に次の 1 条を加える。

（き損等の報告及び再貸与）

第 8 条　被服の貸与を受けた職員は、当該被服をき損し、又は紛

失したときは、速やかに別記第 2 号様式による貸与被服き損

（紛失）届により所属長に報告しなければならない。

 2 　職員は、貸与を受けた被服をき損し、若しくは紛失した場合

において被服の再貸与を受けようとするとき又は第10条の規定

により返納した被服の再貸与を受けようとするときは、別記第

 3 号様式による被服再貸与申請書を所属長に提出しなければな

らない。

 3 　所属長は、前項の規定による申請があった場合において必要

があると認めたときは、被服を再貸与することができる。

別表を次のように改める。
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別記様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
5
号

平
成

2
2
年
 4
 月

1
6
日
（
金
曜
日
）
　

66



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
5
号

平
成

2
2
年
 4
 月

1
6
日
（
金
曜
日
）
　

77



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
5
号

平
成

2
2
年
 4
 月

1
6
日
（
金
曜
日
）
　

88

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高知県職員

被服貸与規則の規定により貸与している被服については、なお

従前の例による。

高知県財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第28号

高知県財産規則の一部を改正する規則

高知県財産規則（昭和39年高知県規則第19号）の一部を次のよ

うに改正する。

第117条ただし書中「又は」を「若しくは」に、「明らかにさ

れる場合」を「明らかにされている場合又は電子計算機によって

記録されたもので債務者個々の債権の現在額が明らかにされてい

る場合」に改める。

第123条第 1 項を次のように改める。

歳入金として総額を調定する債権で当該年度内に納付等によ

り消滅することが見込まれるもの（履行期限までに納付されな

かった債権を除く。）その他知事が指定した債権については、

第114条の規定による債権確認書の作成及び第116条の規定によ

る債権発生通知書による債権管理者への通知を省略することが

できる。

第125条に次の 1 項を加える。

 3 　滞納処分の委任を受けた職員は、その職務を行う場合は、前

項の税外収入金滞納処分証を携帯し、関係者から請求があった

ときには、これを提示しなければならない。

第126条中「処置」を「措置」に改め、同条に次の 3 項を加え

る。

 2 　債権管理者は、必要があると認めるときは、その事務を補助

させるため、徴収職員を置くことができる。

 3 　徴収職員は、債権管理者が命ずるものとし、別記第22号様式

の 2 による税外収入金徴収職員証の交付をもって行う。

 4 　徴収職員は、その職務を行う場合は、前項の税外収入金徴収

職員証を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提

示しなければならない。

別記第16号様式付表を次のように改める。

（付表） 

債務者住所

氏名 
債権金額 

担保又は保

証人 

履行区分  歳入の調定 

差引き差額 
履行期

限 
金額 

管理簿

番号 
年月日 

 

 

 

             

 

 

             

               

 

 

             

 

 

 

             

備考  この様式により難いものは、適当な様式とする。 

 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
5
号

平
成

2
2
年
 4
 月

1
6
日
（
金
曜
日
）
　

99

別記第22号様式を次のように改める。
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別記第22号様式の次に次の 1 様式を加える。
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

訓 令

公 営 企 業 局 訓 令

教 育 委 員 会 訓 令

高知県訓令第 4 号

高知県公営企業局訓令第 4 号

高知県教育委員会訓令第 5 号

本　　　　　　　　　　庁

各 出 先 機 関

公 営 企 業 局 本 局

公 営 企 業 局 各 事 業 所

公 営 企 業 局 各 病 院

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局各事務所

高知県産業振興推進本部設置規程を次のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　　　　　　　尾﨑　正直

高知県公営企業局長　　　長瀬　順一

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県産業振興推進本部設置規程

（設置）

第 1 条　県経済に活力を取り戻し、将来に一層の希望を持って暮

らすことのできる高知県づくりを目指して、県民と協働して取

り組む高知県産業振興計画をはじめ、実効ある産業振興を関係

部局の連携のもとで推進するため、高知県産業振興推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。

（構成）

第 2 条　推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　本部長

( 2 )　副本部長

( 3 )　本部次長

( 4 )　本部員

( 5 )　第 6 条第 4 項に規定する地域本部長

 2 　本部長は、知事をもって充てる。

 3 　副本部長は、副知事をもって充てる。

 4 　本部次長は、産業振興推進部長をもって充てる。

 5 　本部員は、理事（交通運輸政策担当）、総務部長、文化生活

部長、商工労働部長、観光振興部長、農業振興部長、林業振

興・環境部長、水産振興部長、土木部長、教育長及び公営企業

局長をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めると

きは、他の理事又は部局長を本部員とすることができる。

（職務）

第 3 条　本部長は、推進本部を代表し、その事務を統括する。

 2 　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。

 3 　本部次長は、本部長の命を受け、推進本部の連絡調整に関す

る事務その他特命に係る事務を処理する。

 4 　本部員及び地域本部長は、本部長の命を受け、それぞれの職

務に応じて推進本部の事務に参画するものとする。

（所掌事務）

第 4 条　推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

( 1 )　高知県産業振興計画の推進及び見直しに関すること。

( 2 )　産業振興の検討及び推進に関すること。

( 3 )　前 2 号に掲げるもののほか、産業振興に関連する重要事

項に関すること。

（幹事会）

第 5 条　推進本部の活動を補佐するため、推進本部の下に幹事会

を設置する。

 2 　幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

 3 　幹事長は、産業振興推進部副部長（ 2 人以上あるときは、本

部長が指定した者とする。）をもって充てる。

 4 　幹事は、総務部政策企画課長、文化生活部資源・エネルギー

課長、産業振興推進部計画推進課長、産業振興推進部地産地

消・外商課長、産業振興推進部地域づくり支援課長、産業振興

推進部運輸政策課長、商工労働部商工政策課長、観光振興部観

光政策課長、農業振興部農業政策課長、林業振興・環境部林業

環境政策課長、水産振興部水産政策課長、土木部土木企画課

長、教育委員会事務局教育政策課長及び公営企業局電気工水課

長をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるとき

は、他の課長を幹事とすることができる。

（産業振興推進地域本部）

第 6 条　推進本部の活動を近隣の市町村を地域単位として総合的

に推進するため、推進本部の下に産業振興推進地域本部（以下

この条において「地域本部」という。）を設置する。

 2 　地域本部は、次に掲げるとおりとする。

 3 　地域本部は、地域本部長及び地域本部員をもって構成する。

 4 　地域本部長は、当該対象地域を担当する地域産業振興監を

もって充て、当該対象地域における産業振興計画の推進を統括

する。

 5 　地域本部員は、次に掲げる者をもって充て、地域本部長の命

を受け、それぞれの職務に応じて地域本部の事務に参画するも

のとする。ただし、地域本部長が必要があると認めるときは、

他の者を地域本部員とすることができる。

( 1 )　当該対象地域を所管する農業振興センター所長及び農業

改良普及所長、家畜保健衛生所長及び支所長、林業事務所長

及び林業振興事務所長並びに漁業指導所長のうち、地域本部

長が指名する者

( 2 )　商工労働部商工政策課長及び観光振興部観光政策課長

( 3 )　当該対象地域を担当する地域支援企画員（総括）

（事務局）

第 7 条　推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置

く。

 2 　事務局に事務局長、事務局次長及び事務局職員を置く。

 3 　事務局長は、産業振興推進部計画推進課長をもって充てる。

 4 　事務局次長は、産業振興推進部計画推進課課長補佐（ 2 人以

上あるときは、本部長が指定した者とする。）をもって充て

る。

 5 　事務局職員は、産業振興推進部計画推進課の職員をもって充

てる。

（雑則）

第 8 条　この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必

要な事項は、本部長が定める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

訓 令

教 育 委 員 会 訓 令

名称 対象地域

高知市

室戸市　安芸市　東洋町　奈半利町　田野

町　安田町　北川村　馬路村　芸西村

南国市　香南市　香美市

産業振興推進高

知市地域本部

産業振興推進安

芸地域本部

産業振興推進物

部川地域本部

本山町　大豊町　土佐町　大川村

土佐市　いの町　仁淀川町　佐川町　越知

町　日高村

須崎市　中土佐町　檮原町　津野町　四万

十町

宿毛市　土佐清水市　四万十市　大月町　

三原村　黒潮町

産業振興推進嶺

北地域本部

産業振興推進仁

淀川地域本部

産業振興推進高

幡地域本部

産業振興推進幡

多地域本部
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高知県訓令第 5 号

高知県教育委員会訓令第 6 号

本　　　　　　　　　　庁

各 　 出 　 先 　 機 　 関

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局各事務所

高知県産業振興推進本部設置規程を廃止する訓令を次のように

定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　　　　　　　尾﨑　正直

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県産業振興推進本部設置規程を廃止する訓令

高知県産業振興推進本部設置規程　平成21年 4 月

　　　　　　　　
は、廃止する。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

訓 令

公 営 企 業 局 訓 令

教 育 委 員 会 訓 令

警 察 本 部 訓 令

監 査 委 員 訓 令

高知県訓令第 6 号

高知県公営企業局訓令第 5 号

高知県教育委員会訓令第 7 号

高知県警察本部訓令第 9 号

高知県監査委員訓令第 2 号

本　　　　　　　　　　庁

各 　 出 　 先 　 機 　 関

公 営 企 業 局 本 局

公 営 企 業 局 各 事 業 所

公 営 企 業 局 各 病 院

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局各事務所

警　　察　　本　　部

警　　　　察　　　　署

監 査 委 員 事 務 局

高知県南海地震対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　　　　　　　尾﨑　正直

高知県公営企業局長　　　長瀬　順一

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県警察本部長　　　　北村　博文

高知県代表監査委員　　　奴田原　訂

高知県南海地震対策推進本部設置規程の一部を改正する

訓令

高知県訓

高知県公

高知県南海地震対策推進本部設置規程　平成19年 4 月高知県教

高知県警

高知県監

令第17号

営企業局訓令第 8 号

育委員会訓令第10号　の一部を次のように改正する。

察本部訓令第20号

査委員訓令第 2 号

別表第 1 中「理事（医療センター担当）」を削る。

別表第 2 中

「総務部政策企画課長　　　　　　　　　　」

を

「総務部政策企画課長

総務部政策企画課企画監（政策推進担当）」

に、「農業振興部農政企画課長」を「農業振興部農業政策課長」

に、「会計管理局会計企画課長」を「会計管理局会計管理課長」

に、「公営企業局総務課長」を「公営企業局県立病院課長」に改

める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

告　　　　　　　示

高知県告示第221号

平成21年 4 月高知県告示第285号（地方自治法第180条の 2 の規

定に基づく知事の権限に属する事務の補助執行）の一部を次のよ

うに改正する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

 1 の( 1 )を削り、 1 の( 2 )中「法第 6 条の 2 第 7 項」を「児童

福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第 6 条の

 2 第 7 項」に改め、 1 の( 2 )を 1 の( 1 )とし、 1 に次のように加

える。

( 2 )　法第 6 条の 2 第 9 項に規定する家庭的保育事業の実施に

係る次に掲げる事務

ア　事業の開始に係る届出、当該届出事項の変更の届出並び

に事業の廃止及び休止の届出の受理（法第34条の14）

イ　事業を行う市町村からの報告の徴収及び関係者に対する

質問（法第34条の16第 1 項）

ウ　事業を行う市町村に対する措置命令（法第34条の16第 3 

項）

エ　事業を行う市町村に対する事業の制限及び停止の命令

（法第34条の16第 4 項）

高知県告示第222号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の27第 2 項に規定

する包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第 5 項

の規定により次のとおり告示する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　包括外部監査契約の期間の始期

平成22年 4 月 1 日

 2 　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費  

用の額の算定方法

監査に要する費用の額は、次に掲げる費用を合算したものと  

し、1,300万円をもって上限とする。

( 1 )　基本費用　400万円

( 2 )　執務費用　基本執務費用及び外部監査人補助者執務追

加費用を合算した額

( 3 )　実費　旅費、関係人出頭費用及び諸費用を合算した額

 3 　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

　　氏名　小野　和男

　　住所　高知市中万々292番地 8 

 4   包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費 

用の支払方法

監査の結果に関する報告書が提出された後に支払う。ただ

し、必要があると認めるときは、概算払及び前金払をする。

高知県告示第223号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第153条第 1 項の規定に基

づき、知事の権限に属する事務を次のとおり委任する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　委任する事務

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律（平成22

年法律第19号）第16条の規定により知事の権限に属することと

なる事務のうち、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和41年高知県条例第49号）第 2 条第 1 項に規定する職員に

係るもの

 2 　委任する相手方

高知県公営企業局長

 3 　委任する年月日

平成22年 4 月 1 日

高知県告示第224号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の 2 の規定に基づ

高知県訓令第

高知県教育委

 5 号

員会訓令第10号
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き、知事の権限に属する事務を次のとおり委任する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　委任する事務

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律（平成22

年法律第19号）第16条第 1 項の規定によって読み替えられる同

法第 6 条の認定に関する事務のうち、公立学校職員の給与に関

する条例（昭和29年高知県条例第37号）第 2 条に規定する職員

（同条第 1 項第 2 号に規定する技能職員の給与の種類及び基準

に関する条例（昭和32年高知県条例第56号）の適用を受ける者

を含む。）に係るもの

 2 　委任する相手方

高知県教育長

 3 　委任する年月日

平成22年 4 月 1 日

高知県告示第225号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の 2 の規定に基づ

き、知事の権限に属する事務を次のとおり委任する。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　委任する事務

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律（平成22

年法律第19号）第16条第 1 項の規定によって読み替えられる同

法第 6 条の認定に関する事務のうち、警察職員の給与に関する

条例（昭和29年高知県条例第15号）第 2 条に規定する職員に係

るもの

 2 　委任する相手方

高知県警察本部長

 3 　委任する年月日

平成22年 4 月 1 日

　　　　　　　　　　公 安 委 員 会 規 則

高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県公安委員会委員長　竹内　克之

高知県公安委員会規則第 4 号

高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

高知県道路交通法施行細則（昭和35年高知県公安委員会規則第 5 号）の一部を次のように改正す

る。

第 1 条第 1 項ただし書を次のように改める。

ただし、次の各号に掲げる運転免許に関する申請又は届出は、住所地以外を管轄する署長（当

該各号に掲げる署長を除く。）を経由して行うことができる。

( 1 )　法第94条第 1 項の規定による免許証の記載事項の変更の届出　いの署長

( 2 )　法第92条の 2 第 1 項の表備考一の 2 に規定する優良運転者（次項第 6 号において「優良運

転者」という。）による法第101条第 1 項の規定による免許証の更新の申請　高知、高知南及

びいのの各署長

第 1 条第 2 項中「及びいの」を「又はいの」に、「届出」を「届出（高知又は高知南の各警察署

の管轄区域内に住所地を有する者にあっては、第 3 号に掲げる届出を除く。）」に改め、第 8 号を

第 9 号とし、第 3 号から第 7 号までを 1 号ずつ繰り下げ、第 2 号の次に次の 1 号を加える。

( 3 )　法第94条第 1 項の規定による免許証の記載事項の変更の届出

第 6 条第 2 項中「第49条の 2 第 5 項」を「第49条の 5 」に改める。

別表第 1 の12及び13の項中「時間制限駐車区間」を「時間制限駐車区間（高齢運転者等専用時間

制限駐車区間を含む。）」に改め、同表の付表中

「

」

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

 1 級から 3 級までの各級（ 4 

級）

を

「

」

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

 1 級から 3 級までの各級（ 4 

級）

肝臓機能障害  1 級から 3 級までの各級 特別項症から第三項症まで

の各項症

に改める。

附　則

この規則中第 1 条及び別表第 1 の付表の改正規定は平成22年 4 月 1 日から、その他の改正規定は

同月19日から施行する。
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高知県警察定員配分規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県公安委員会委員長　竹内　克之

高知県公安委員会規則第 5 号

高知県警察定員配分規則の一部を改正する規則

高知県警察定員配分規則（昭和37年高知県公安委員会規則第 7 

号）の一部を次のように改正する。

別表中「296」を「298」に、「433」を「435」に、「86」を

「94」に、「363」を「356」に、「449」を「450」に、「77」を

「83」に、「387」を「382」に、「464」を「465」に、「434」

を「448」に、「1,140」を「1,130」に、「1,574」を「1,578」

に、「200」を「202」に、「114」を「112」に、「634」を

「650」に、「1,254」を「1,242」に、「1,888」を「1,892」に

改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

監 査 委 員 訓 令

高知県監査委員訓令第 3 号

監査委員事務局

高知県監査委員事務局の組織に関する規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県代表監査委員　奴田原　訂

高知県監査委員事務局の組織に関する規程の一部を改正

する訓令

高知県監査委員事務局の組織に関する規程（昭和50年 3 月高知

県監査委員訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 3 条中

「主事」

を

「主事

技師」

に改める。

第 4 条第 7 項中「主幹」を「主幹、主査、主事及び技師」に改

め、同条第 8 項及び第 9 項を削る。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県監査委員訓令第 4 号

監査委員事務局

高知県監査委員事務局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県代表監査委員　奴田原　訂

高知県監査委員事務局事務決裁規程の一部を改正する訓

令

高知県監査委員事務局事務決裁規程（昭和50年 3 月高知県監査

委員訓令第 3 号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「委任、」を削る。

第 2 条を削る。

第 3 条第 2 号中「（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任

手当及び児童手当の認定に関するものを除く。）」を削り、同条

第 3 号中「高知県監査委員事務局次長（以下「次長」とい

う。）」を「事務局長」に、「及び休日の代休日の指定」を「、

休日の代休日の指定及び 6 日未満の休暇」に改め、同条第 4 号を

削り、同条第 5 号を同条第 4 号とし、同条第 6 号中「事務局長」

を「事務局長の 7 日以内」に改め、同号を同条第 5 号とし、同条

第 7 号中「支出負担行為並びに」を「支出負担行為（経費支出伺

を含む。以下同じ。）並びに」に改め、同号を同条第 6 号とし、

同条第 8 号から第11号までを 1 号ずつ繰り上げ、同条を第 2 条と

する。

第 4 条中「次長」を「高知県監査委員事務局次長（以下「次

長」という。）」に改め、同条第 1 号を削り、同条第 2 号中「監

査監」を「次長」に改め、同号を同条第 1 号とし、同条第 3 号か

ら第10号までを 1 号ずつ繰り上げ、同条を第 3 条とする。

第 4 条の 2 第 1 項第 1 号中「。次号において同じ」を削り、同

項第 2 号中「職員」を「職員（事務局長及び次長を除く。次号に

おいて同じ。）」に改め、同項第 3 号中「（事務局長及び次長を

除く。）」を削り、同項第 8 号中「第 9 号」を「第10号」に改

め、同条を第 4 条とする。

第 5 条の見出し中「委任及び」を削り、同条第 1 項中「受任者

又は」を削る。

第 6 条の見出し中「委任事項及び」を削り、同条中「受任者又

は」及び「委任を受けた事務又は」を削る。

附　則

（施行期日）

 1 　この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

（高知県監査委員事務局処務規程の一部改正）

 2 　高知県監査委員事務局処務規程（平成15年 4 月高知県監査委

員訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 号中「委任を受け、又は」を削る。

人 事 委 員 会 規 則

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県人事委員会委員長　起塚　昌明

高知県人事委員会規則第15号

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（昭和45年高知県人事委員会規則

第30号）の一部を次のように改正する。

第 4 条第 2 項第 2 号中「警察職員の条例第12条第 4 項」を「警

察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成 6 年高知県

条例第47号）第13条第 1 項第 3 号」に改める。

別表を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日にお

いてこの規則による改正前の特地勤務手当等に関する規則（以

下「改正前の規則」という。）の規定により特地勤務手当の支

給を受けていた職員で、この規則による改正後の特地勤務手当

等に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定によ

る特地勤務手当の月額（以下この項において「改正後の手当の

月額」という。）が施行日の前日における改正前の規則の規定

による特地勤務手当の月額（以下この項において「改正前の手

当の月額」という。）に達しないこととなるもの（改正後の規

則の規定による特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を

含む。）については、改正後の規則の規定にかかわらず、施行

日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き

勤務する場合（当該公署の移転があった場合を除く。）におい

ては、改正後の手当の月額が当該職員に係る改正前の手当の月

額に達するまでの間（改正後の規則の規定による特地勤務手当

の支給を受けない者にあっては、施行日以後）、当該改正前の

手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

 3 　前項に規定する職員のうち、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成 3 年法律第110号）第10条第 3 項の規定により同

条第 1 項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（同法

第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。次項において「育児短時間勤務職員等」という。）にあっ

ては、改正後の規則の規定にかかわらず、施行日以後当該職員

が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合

（当該公署の移転があった場合を除く。）においては、改正後

の規則第 2 条第 2 項各号に定める日に受けていた当該職員の給

料の月額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成

 6 年高知県条例第45号）第 3 条第 2 項の規定により定められた

当該職員の勤務時間を同条第 1 項に規定する勤務時間で除して

得た数又は警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

（平成 6 年高知県条例第47号）第 3 条第 2 項の規定により定め

られた当該職員の勤務時間を同条第 1 項に規定する勤務時間で

除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額及び

扶養手当の月額の合計額の 2 分の 1 に相当する額と施行日の前

日に受けていた当該職員の給料の月額に算出率を乗じて得た額

及び扶養手当の月額の合計額の 2 分の 1 に相当する額とを合算

した額を改正前の規則第 2 条第 1 項の特地勤務手当基礎額とし

て改正前の規則の規定により算定した額（その額が施行日の前

日に受けていた給料の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手

当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるとき

は、当該額）に相当する額の特地勤務手当を支給する。
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 4 　施行日の前日において改正前の規則の規定により特地勤務手

当に準ずる手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則の規

定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が施行日の前日にお

ける改正前の規則の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月

額に達しないこととなるもの（改正後の規則の規定による特地

勤務手当に準ずる手当の支給を受けないこととなる者を含

む。）に対する特地勤務手当に準ずる手当の支給については、

施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き

続き勤務する場合（当該公署の移転があった場合を除く。）に

おいては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。この場合における育児短時間勤務職員等に対する特地勤

務手当に準ずる手当の支給については、同日におけるその者の

給料の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計

額を基礎として算定されるものとする。

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県人事委員会委員長　起塚　昌明

高知県人事委員会規則第16号

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改

正する規則

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則（昭和50年高知県

人事委員会規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日にお

いてこの規則による改正前の県立学校職員の特地勤務手当等に

関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定により特

地勤務手当の支給を受けていた職員で、この規則による改正後

の県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則（以下「改正後

の規則」という。）の規定による特地勤務手当の月額（以下こ

の項において「改正後の手当の月額」という。）が施行日の前

日における改正前の規則の規定による特地勤務手当の月額（以

下この項において「改正前の手当の月額」という。）に達しな

いこととなるもの（改正後の規則の規定による特地勤務手当の

支給を受けないこととなる者を含む。）については、改正後の

規則の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日

に勤務していた県立学校に引き続き勤務する場合（当該県立学

校の移転があった場合を除く。）においては、改正後の手当の

月額が改正前の手当の月額に達するまでの間（改正後の規則の

規定による特地勤務手当の支給を受けない者にあっては、施行

日以後）、当該改正前の手当の月額に相当する額の特地勤務手

当を支給する。

 3 　前項に規定する職員のうち、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成 3 年法律第110号）第10条第 3 項の規定により同

条第 1 項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（同法

第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。次項において「育児短時間勤務職員等」という。）にあっ

ては、改正後の規則の規定にかかわらず、施行日以後当該職員

が施行日の前日に勤務していた県立学校に引き続き勤務する場

合（当該県立学校の移転があった場合を除く。）においては、

改正後の規則第 3 条第 2 項各号に定める日に受けていた当該職

員の給料の月額に公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成 6 年高知県条例第46号）第 3 条第 2 項の規定に

より定められた当該職員の勤務時間を同条第 1 項に規定する勤

務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得

た額及び扶養手当の月額の合計額の 2 分の 1 に相当する額と施

行日の前日に受けていた当該職員の給料の月額に算出率を乗じ

て得た額及び扶養手当の月額の合計額の 2 分の 1 に相当する額

とを合算した額を改正前の規則第 3 条第 1 項の特地勤務手当基

礎額として改正前の規則の規定により算定した額（その額が施

行日の前日に受けていた給料の月額に算出率を乗じて得た額及

び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超え

るときは、当該額）に相当する額の特地勤務手当を支給する。

 4 　施行日の前日において改正前の規則の規定により特地勤務手

当に準ずる手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則の規

定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が施行日の前日にお

ける改正前の規則の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月

額に達しないこととなるもの（改正後の規則の規定による特地

勤務手当に準ずる手当の支給を受けないこととなる者を含

む。）に対する特地勤務手当に準ずる手当の支給については、

施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた県立学校に

引き続き勤務する場合（当該県立学校の移転があった場合を除

く。）においては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従

前の例による。この場合における育児短時間勤務職員等に対す

る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、同日における

その者の給料の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月

額の合計額を基礎として算定されるものとする。

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県人事委員会委員長　起塚　昌明

高知県人事委員会規則第17号

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改

正する規則の一部を改正する規則

県立学校職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する

規則（平成14年高知県人事委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第 2 項中「その額」を「改正後の規則第 3 条第 2 項各号に

定める日に受けていたその者の給料の月額」に、「（次項におい

て」を「（以下」に、「得た額」を「得た額及び扶養手当の月額

の合計額の 2 分の 1 に相当する額と施行日の前日に受けていたそ

の者の給料の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の

合計額の 2 分の 1 に相当する額とを合算した額を改正後の規則第

 3 条第 1 項の特地勤務手当基礎額として改正前の規則の規定によ

り算定した額（その額が施行日の前日に受けていたその者の給料

の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額に

100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額）」に改め

る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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